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杉 並 区 広 報 課 

 

 

北朝鮮へ抗議文を送付 
 

 

杉並区は、朝鮮民主主義人民共和国が２月７日にミサイル発射したことに対し、

金正恩国防委員会第１委員長あて抗議文を送付しました。 

 

 

 

「抗議文の内容」 

 

2 月 7 日に貴国は、我が国を含む関係各国がミサイル発射を決して行わないよ

うに、強く自制を求めてきたにもかかわらず、「人工衛星」と称するミサイルを発

射したとの報に接しました。 

 貴国のミサイル発射は、弾道ミサイル技術を使用したいかなる発射も行わない

ことを北朝鮮に義務付けた国連安全保障理事会決議第２０９４号を始めとする累

次の国連安保理決議等に違反する行為です。 

このミサイル発射という我が国のみならず北東アジア地域や国際社会への重

大な脅威となる暴挙が、１月６日の核実験の実施に続き、短期間に立て続けに行

われたことは断じて容認できるものではありません。 

 杉並区は日本における原水爆禁止署名発祥の地であり、世界の恒久平和と核兵

器の廃絶を願い「平和都市宣言」を行い、非核宣言都市を宣言した自治体として、

人類共通の願いである世界恒久平和の実現に向けた取組を行っているところであ

り、今回の貴国の行為に対して厳重に抗議します。 

 

2016年 2月 8日 

 

杉並区長 田中 良 

 

 

 

 

【報道機関 問い合わせ先】 

区民生活部管理課  ＴＥＬ：３３１２－２１１１ 内線３７５１ 

 


